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再任用職員の雇用保険料について 

 

令和７年４月１日から雇用保険料率が変更になることに伴い、４月分の再任用職員の   

雇用保険料は手計算して算出します。（当月支給分と前月支給分の率が変わるため、雇用

保険料通知書の運用に対応していない。） 

手計算事務があることから、雇用保険料については、５月分の給与から、４・５月分の

雇用保険料２か月分を天引きします。 
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